
秋田赤十字病院 診療材料等物品管理業務委託にかかるプロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

本要領は「 秋田赤十字病院 診療材料等物品管理業務」の受託者を、公募型プロポーザ

ル方式により選定するために必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

 （１）委託業務名 

    診療材料等物品管理業務 

 （２）業務内容 

    別紙 業務委託仕様書」による。 

 （３）契約期間 

    令和８年１０月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 （４）実施場所 

    秋田赤十字病院（秋田市上北手猿田字苗代沢２２２－１） 

 

３．審査の流れ 

  公募型プロポーザブル方式により、次の手順を経て受託者を決定する。 

 （１）本プロポーザルへの参加申込 

（２）提案書の提出 

（３）プレゼンテーションおよびヒアリングの実施 

（４）上記（２）および（３）をもとに、優先交渉権者及び次順位者を選定 

（５）優先交渉権者と事務局が契約について協議 

（６）受託決定者と契約締結 

 

４．参加資格要件 

 （１）応募資格条件 

    ア 法人などを設立して５年以上経過し、財務状況、損益状況および資金状況が良 

好であること。 

    イ 過去５年以内に 400 床以上の物品管理業務の受託実績があること。 

 （２）参加することができない者 

    ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者  

    イ 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者   

     「（ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

     「（イ）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公



正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

     （ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

     （エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者   

     （オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者    

     （カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者    

     「（））前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

 （２）公告の日から開札の時までの期間に、 日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基 

づき、日本赤十字社から、又は秋田県内で行われた不正行為等に基づき、秋田県若 

しくは国からの指名停止等の措置を受けていないこと。なお、秋田県及び国におい 

て同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場合は、そのうち早期に指名停 

止が終了する期間を対象とした上で、上記申請書の提出期限の日から開札の時ま 

での期間に指名停止の措置を受けていないこと。     

 「（３）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるもの 

として、物品の販売等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者 

でないこと。        

   

５．各手続き 

 （１）参加申込 

    別紙 参加表明書」および下記書類を、令和 8年 4月 7日（火）17 時までに担当

へ提出すること。電子メールまたは FAX でも受付可とするが、後日原本を提出する

こと。 

    ア 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（発行から３カ月以内） 

    イ 財務諸表（申請日から直近の一カ年分） 

    ウ 法人税及び消費税の納税証明書（発行から３カ月以内） 

 （２）提案書の提出 

    応募者に対し配布する 企画提案書作成要領」に基づき企画提案書を、令和 8年 4

月 24 日（金）17 時までに担当へ提出すること。提出は郵送または持参のもののみ受

け付け、電子メールまたは FAXによる提出は認めない。 

なお、郵送提出期限以降における企画提案書の修正・差替えは受け付けないことと

する。また、提出された書類の返却には応じないこととする。 

 （３）プレゼンテーションおよびヒアリングの実施 

    令和 8年 4月 30日（木）に実施する。 ※詳細は応募者に対し別途配布する。 

    １社あたり 30 分（質疑応答 10 分含む）とする。 

    プレゼンテーションに使用するパソコンは応募者が準備すること。 

    プロジェクター、スクリーンは当院で用意する。 



（４）優先交渉権者及び次順位者を選定 

   当院において、令和 8年 5月 11 日（月）を目途に選定し、結果を書面にて応募者

へ通知する。 

（５）優先交渉権者と事務局が契約について協議 

   優先交渉権者と、契約詳細、金額について協議を行う。 

   なお、当該協議が不調の時は、次順位者の上位の者へ交渉権が移行する。 

（６）受託決定者と契約締結 

   令和 8年 5月中の契約締結を目標とする。 

    

６．質疑について 

本プロボーザルの実施にあたり、質問がある場合は応募者に対し配布する 質問書」を

使用の上、令和 8年 4月 10日（金）17 時までにメールにより問い合わせること。 

 

７．その他 

  選定期間中の選定委員および担当者への接触は厳に慎むこと。 


